
「大牟田市民人権問題意識調査」ご協 力のお願い
お お む た し み んじんけんもんだいい し きちょうさ きょうりょく ねが

市民の皆様には、日ごろから市政に関してのご理解とご協 力をいただき、
し み ん みなさま ひ し せ い かん り か い きょうりょく

心からお礼を申し上げます。
こころ れい もう あ

さて、本市では、国や県とともに、人権が尊重される社会を目指して各種
ほ ん し くに けん じんけん そんちょう しゃかい め ざ かくしゅ

啓発事業を進めているところです。
けいはつじぎょう すす

この度、今後の人権問題に関する人権教育・啓発事業をさらに推進してい
たび こ ん ご じんけんもんだい かん じんけんきょういく けいはつじぎょう すいしん

くため、「大牟田市民人権問題意識調査」を実施いたします。
お お む た し み んじんけんもんだいい し きちょうさ じ っ し

今回の調査では、市内にお住いの１８歳以上の方の中から２，０００人を
こんかい ちょうさ し な い すま さいいじょう かた なか にん

無作為抽 出（２０２３年７月１日基準）し、その一人として、あなたを選ば
む さ く いちゅうしゅつ ねん がつ にちきじゅん ひ と り えら

せていただきました。

ご回答いただいた内容は、統計的に処理したうえで使用させていただきます
かいとう ないよう とうけいてき し ょ り し よ う

ので、回答していただいた個人が特定されることはなく、また、調査の目的以外
かいとう こ じ ん とくてい ちょうさ もくてきい が い

には使用することはありません。
し よ う

お忙しい中、大変恐れ入りますが、調査の目的をご理解いただき、ご協 力
いそが なか たいへんおそ い ちょうさ もくてき り か い きょうりょく

くださいますようお願いいたします。
ねが

令和５年８月
れ い わ ねん がつ

大牟田市
お お む た し



【記入上のお願い】
きにゅうじょう ねが

◎この調査は、封筒の宛名の方が対象者です。対象者ご本人がご記入ください。宛名ご
ちょうさ ふうとう あ て な かた たいしょうしゃ たいしょうしゃ ほんにん きにゅう あ て な

本人の記入が困難な場合は、ご本人の意思を代理の方がご記入ください。
ほんにん きにゅう こんなん ば あ い ほんにん い し だ い り かた きにゅう

◎回答の記入は、鉛筆またはボールペンでお願いします。
かいとう きにゅう えんぴつ ねが

◎回答は、あてはまる項目の番号を○で囲んでください。
かいとう こうもく ばんごう かこ

◎回答数については、「１つ」や「該当するすべて」などの指示に従ってお答えください。
かいとうすう がいとう し じ したが こた

◎調査票・返信用封筒には、住所・氏名を記入していただく必要はありません。
ちょうさひょう へんしんようふうとう じゅうしょ し め い きにゅう ひつよう

◎ご記入いただいた調査票は、８月２８日（月）までに同封の返信用封筒に入れて郵便ポ
きにゅう ちょうさひょう がつ にち げつ どうふう へんしんようふうとう い ゆうびん

ストに投函してください（切手は不要です）。
とうかん き っ て ふ よ う

◎本調査は、インターネットを利用して回答することができます。イン
ほんちょうさ り よ う かいとう

ターネットで回答した方は、調査票を返信していただく必要はござ
かいとう かた ちょうさひょう へんしん ひつよう

いません。下のＵＲＬもしくは、右のＱＲコードを読み取り、専用ホ
した みぎ よ と せんよう

ームページにアクセスして回答してください。
かいとう

【ＵＲＬ】https://logoform.jp/form/Cu6n/310124

※ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
ふ め い てん と あ

大牟田市市民協働部人権・同和・男女共同参画課
お お む た し し み んきょうどうぶじんけん ど う わ だんじょきょうどうさんかく か

ＴＥＬ：０９４４－４１－２６１１

ＦＡＸ：０９４４－４１－２８６９
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大牟田市民人権問題意識調査票
お お む た しみんじんけんもんだいいしきちょうさひょう

Ⅰ あなた自身のことについておたずねします
じしん

＊該当するもの１つに○をつけてください。
がいとう

ア 性別を差し支えない範囲で教えてください。
せいべつ さ つか はんい おし

１ 男性 ２ 女性 ３ その他
だんせい じょせい た

イ 年齢を教えてください。（２０２３（令和５年）７月１日現在）
ねんれい おし れいわ ねん がつ にちげんざい

１ １８～２９歳 ５ ６０～６９歳
さい さい

２ ３０～３９歳 ６ ７０～７９歳
さい さい

３ ４０～４９歳 ７ ８０歳以上
さい さいいじょう

４ ５０～５９歳
さい

ウ 職 業を教えてください。
しょくぎょう おし

１ 国・地方公務員及び私学を含む教育・保育関係の職 業
くに ちほうこうむいんおよ しがく ふく きょういく ほいくかんけい しょくぎょう

２ 医療関係、福祉関係、マスメディア関係の職 業
いりょうかんけい ふくしかんけい かんけい しょくぎょう

３ 自営業、農業、漁業
じえいぎょう のうぎょう ぎょぎょう

４ 学生
がくせい

５ 上記以外の会社員や団体職員（パートや派遣を含む）
じょうきいがい かいしゃいん だんたいしょくいん はけん ふく

６ 無職
むしょく
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Ⅱ 人権問題全般についておたずねします
じんけんもんだいぜんぱん

問１ 人権問題にどの程度関心がありますか。（１つに○）
とい じんけんもんだい ていどかんしん

１ 非常に関心がある
ひじょう かんしん

２ 少し関心がある
すこ かんしん

３ あまり関心がない
かんしん

４ ほとんど・まったく関心がない
かんしん

問２ 現在の日本社会にはさまざまな人権問題がありますが、どのような人権問題に関心が
とい げんざい にほんしゃかい じんけんもんだい じんけんもんだい かんしん

ありますか。（該当するすべてに○）
がいとう

１ 部落差別に関する問題（同和問題）
ぶらくさべつ かん もんだい どうわもんだい

２ 女性に関する問題
じょせい かん もんだい

３ 子どもに関する問題
こ かん もんだい

４ 高齢者に関する問題
こうれいしゃ かん もんだい

５ 障がい者に関する問題
しょう しゃ かん もんだい

６ 日本に住んでいる外国人や外国にルーツのある人に関する問題
にほん す がいこくじん がいこく ひと かん もんだい

７ 新型コロナウイルス感染症による人権侵害に関する問題
しんがた かんせんしょう じんけんしんがい かん もんだい

８ ハンセン病患者・元患者や家族等に関する問題
びょうかんじゃ もとかんじゃ かぞくとう かん もんだい

９ 犯罪被害者等に関する問題
はんざいひがいしゃとう かん もんだい

10 インターネット等による人権侵害に関する問題
とう じんけんしんがい かん もんだい

11 刑を終えて出所した人に関する問題
けい お しゅっしょ ひと かん もんだい

12 性的少数者※に関する問題
せいてきしょうすうしゃ かん もんだい

13 北朝鮮当局による拉致被害者及びその家族に関する問題
きたちょうせんとうきょく ら ち ひがいしゃおよ かぞく かん もんだい

14 ＨＩＶ感染者・エイズ患者に関する問題
かんせんしゃ かんじゃ かん もんだい

15 アイヌの人々に関する問題
ひとびと かん もんだい

16 ホームレスに関する問題
かん もんだい

17 人身取引（トラフィッキング）※に関する問題
じんしんとりひき かん もんだい

18 原発事故による放射線被ばく風評被害に関する問題
げんぱつ じ こ ほうしゃせん ひ ふうひょうひがい かん もんだい

19 その他
た

20 とくにない
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※性的少数者 … この調査では、性的指向や性自認等に関してのありようが性的多数派とは異な
せいてきしょうすうしゃ ちょうさ せいてきしこう せいじにんとう かん せいてきた す う は こと

るとされる人々のことを表すため、「性的少数者」という用語を使用しています。
ひとびと あらわ せいてきしょうすうしゃ ようご しよう

※人身取引（トラフィッキング）… 臓器提供のために子どもを拉致したり、強制労働や性的搾取
じんしんとりひき ぞうきていきょう こ ら ち きょうせいろうどう せいてきさくしゅ

のために暴力や脅迫等の手段を用いて人を移送したりする行為。
ぼうりょく きょうはくとう しゅだん もち ひと いそう こうい

問３ 現在の日本社会において、人権が尊重されていると思いますか。（１つに○）
とい げんざい にほんしゃかい じんけん そんちょう おも

１ 尊重されていると思う
そんちょう おも

２ どちらかといえば尊重されていると思う
そんちょう おも

３ どちらかといえば尊重されていないと思う
そんちょう おも

４ 尊重されていないと思う
そんちょう おも

問４ これまでに人権を侵害されたことがありますか。あったとしたら、それはどんなことで
とい じんけん しんがい

したか。（該当するすべてに○）
がいとう

１ あらぬ噂や悪口による、名誉・信用などの侵害
うわさ わるくち めいよ しんよう しんがい

２ 公的機関や企業などによる不当な扱い
こうてききかん きぎょう ふとう あつか

３ 地域・家庭・職場などにおける暴力・脅迫・仲間はずれ・無理じい・嫌がらせ
ちいき かてい しょくば ぼうりょく きょうはく なかま む り いや

４ 信条・性別・社会的身分などのちがいによる不平等や不利益な扱いなどの差別待遇
しんじょう せいべつ しゃかいてきみぶん ふびょうどう ふ り え き あつか さべつたいぐう

５ インターネットによるプライバシーの侵害
しんがい

６ インターネット以外でのプライバシーの侵害
いがい しんがい

７ 保護者からの虐待（児童虐待）
ほ ご し ゃ ぎゃくたい じどうぎゃくたい

８ 養護者等からの虐待（高齢者虐待、障がい者虐待）
ようごしゃとう ぎゃくたい こうれいしゃぎゃくたい しょう しゃぎゃくたい

９ 性的嫌がらせ（セクシュアルハラスメント）
せいてきいや

10 パートナーや恋人等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス）
こいびととう ぼうりょく

11 特定の人にしつこくつきまとわれること（ストーカー）
とくてい ひと

12 職場等での不当な待遇や上司の言動による嫌がらせ（パワーハラスメント）
しょくばとう ふとう たいぐう じょうし げんどう いや

13 性的少数者ということで不利益を生じた
せいてきしょうすうしゃ ふ り え き しょう

14 出身国が違うということで不利益を生じた
しゅっしんこく ちが ふ り え き しょう

15 その他
た

16 人権を侵害されたことはない
じんけん しんがい
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問５ 人権を侵害された時、どう対処しましたか。また、今までに人権を侵害されたことはな
とい じんけん しんがい とき たいしょ いま じんけん しんがい

いが、もし、人権を侵害されたとしたら、どう対処しますか。（該当するすべてに○）
じんけん しんがい たいしょ がいとう

１ 家族や親類に相談した（する）
かぞく しんるい そうだん

２ 友人や先輩に相談した（する）
ゆうじん せんぱい そうだん

３ 自治会の役員や民生委員に相談した（する）
じ ち か い やくいん みんせいいいん そうだん

４ 人権擁護委員や法務局に相談した（する）
じんけんようご いいん ほうむきょく そうだん

５ 県や市町村など行政に相談した（する）
けん しちょうそん ぎょうせい そうだん

６ 弁護士に相談した（する）
べ ん ご し そうだん

７ 警察に相談した（する）
けいさつ そうだん

８ ＮＰＯなどの民間団体に相談した（する）
みんかんだんたい そうだん

９ 職場の相談窓口に相談した（する）
しょくば そうだんまどぐち そうだん

10 相手に直接抗議した（する）
あいて ちょくせつこうぎ

11 その他
た

12 とくに何もしなかった（しない）
なに

問６ 次の風習や習慣のうち、疑問に思うものはどれですか。（該当するすべてに○）
とい つぎ ふうしゅう しゅうかん ぎもん おも がいとう

１ 「大安」の日を選んで結婚式をあげる
たいあん ひ えら けっこんしき

２ 「友引」の日に葬式をしない
ともびき ひ そうしき

３ 「ひのえうま」生まれの女性との結婚をいやがる
う じょせい けっこん

４ 血液型によって性格・運勢・相性をいう
けつえきがた せいかく うんせい あいしょう

５ 疑問に思うものはない
ぎもん おも
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問７ 人権に関するいろいろな法律について、どの程度知っていますか。（それぞれ該当する
とい じんけん かん ほうりつ ていど し がいとう

もの１つに〇）

内容をよく
ないよう

知っている
し

内容を少し
ないよう すこ

知っている
し

言葉は知っているが
こ と ば し

内容は知らない
な い よ う し 知らない

し

障害を理由とする差別の
しょうがい り ゆ う さ べ つ

解消の推進に関する法律
かいしょう すいしん かん ほうりつ

（障害者差別解消法）
しょうがいしゃさべつかいしょうほう

１ ２ ３ ４

本邦外出身者に対する
ほんぽ うがいしゅっしんしゃ

不当な差別的言動の解消
ふ と う さ べ つ て き げんどう かいしょう

に向けた取組の推進に関
む と り く み すいしん かん

する法律
ほうりつ

（ヘイトスピーチ解消法）
かいしょうほう

１ ２ ３ ４

部落差別の解消の推進に
ぶ ら く さ べ つ かいしょう すいしん

関する法律
かん ほうりつ

（部落差別解消推進法）
ぶらくさべつかいしょうすいしんほう

１ ２ ３ ４

こども基本法
きほんほう

１ ２ ３ ４

高齢者の 虐 待 防止 、
こ う れ い し ゃ ぎゃ くたい ぼ う し

高齢者の養護者に対する
こ うれいしゃ よ う ご し ゃ たい

支援等に関する法律
し え ん と う かん ほうりつ

（高齢者虐待防止法）
こうれいしゃぎゃくたいぼうしほう

１ ２ ３ ４
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Ⅲ 同和問題（部落差別）についておたずねします
どうわもんだい ぶらくさべつ

問８ 同和問題（部落差別）といわれる、同和地区（被差別部落）出身であるというだけで、不当
とい どうわもんだい ぶらくさべつ どうわ ち く ひ さべつぶらく しゅっしん ふとう

に差別され、社会的な不利益を受けている人々の人権問題があるということをはじめて知
さべつ しゃかいてき ふ り え き う ひとびと じんけんもんだい し

ったのは、いつ頃ですか。（１つに○）
ごろ

１ ６歳未満（就学前） ５ １８歳以上
さいみまん しゅうがくまえ さいいじょう

２ ６歳～１２歳未満（小学校のころ） ６ おぼえていない
さい さいみまん しょうがっこう

３ １２歳～１５歳未満（中学校のころ） ７ よく知らない
さい さいみまん ちゅうがっこう し

４ １５歳～１８歳未満
さい さいみまん

問９ 同和問題（部落差別）についてはじめて知ったのは、何によってですか。（１つに○）
とい どうわもんだい ぶらく さべつ し なに

１ 父母・祖父母などの家族から ９ 同和問題についての集会や研修会で
ふ ぼ そ ふ ぼ かぞく どうわもんだい しゅうかい けんしゅうかい

２ 家族以外の親類から 10 テレビ、ラジオ、新聞、本などで
かぞくいがい しんるい しんぶん ほん

３ 近所の人から 11 県や市の広報紙や冊子などで
きんじょ ひと けん し こうほうし さっし

４ 職場の人から 12 インターネットで
しょくば ひと

５ 学校の授業で 13 まわりの雰囲気で、ひとりでに
がっこう じゅぎょう ふ ん い き

６ 学校の先生から（個人的に） 14 その他
がっこう せんせい こじんてき た

７ 友達から 15 おぼえていない
ともだち

８ 同和地区の出身者から
どうわ ち く しゅっしんしゃ

問10 同和問題（部落差別）に関する次のことがらについて、人権がとくに尊重されていな
とい どうわもんだい ぶらくさべつ かん じんけん そんちょう

いと思うことはどのようなことですか。（該当するすべてに○）
おも がいとう

１ 結婚問題で周囲が反対すること
けっこんもんだい しゅうい はんたい

２ 就 職の際又は職場において不利な扱いを受けること
しゅうしょく さいまた しょくば ふ り あつか う

３ 差別的言動を受けること
さべつてきげんどう う

４ 差別的な貼り紙や落書きをすること
さべつてき は がみ らくが

５ 身元調査をすること
みもとちょうさ

６ インターネットに差別的な情報を掲載すること
さべつてき じょうほう けいさい

７ 家や土地を購入したり、マンションを建設する際に、同和地区かどうかを調べること
いえ と ち こうにゅう けんせつ さい どうわ ち く しら

８ その他
た

９ わからない
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問11 同和問題（部落差別）の解消に向けたあなたの考えとして最も近いものは、次のど
とい どうわもんだい ぶらくさべつ かいしょう む かんが もっと ちか つぎ

れですか（１つに○）

１ 同和地区の人の問題だから、自分とは関係ないと思うので、なにもしない
どうわ ち く ひと もんだい じぶん かんけい おも

２ 自分とは関係がないと思うが、自分は差別しないようにしたい
じぶん かんけい おも じぶん さべつ

３ 自分とも関係があると思うが、自分ではどうしようもないので、自分が差別しないようにしたい
じ ぶ ん かんけい おも じ ぶ ん じ ぶ ん さ べ つ

４ 自分とも関係があると思うので、自分も差別をなくす努力をしたい
じぶん かんけい おも じぶん さべつ どりょく

５ わからない

問12 同和問題（部落差別）を解消するには、どうしたらよいと考えますか。（該当するす
とい どうわもんだい ぶらくさべつ かいしょう かんが がいとう

べてに○）

１ インターネット上などでの偏見や差別的な書き込みを、そのまま受け入れないようにする
じょう へんけん さ べつ て き か こ う い

２ 同和地区の生活環境を改善・整備する
どうわ ち く せいかつかんきょう かいぜん せいび

３ 同和地区の人々の仕事を保障し、教育水準を高め、生活の向上をはかる
どうわ ち く ひとびと しごと ほしょう きょういくすいじゅん たか せいかつ こうじょう

４ 同和地区の人々自身が、差別の解消に向けて努力する
どうわ ち く ひとびとじしん さべつ かいしょう む どりょく

５ 市民一人ひとりが互いに交流する
しみんひとり たが こうりゅう

６ 学校教育・社会教育を通じて、差別をなくし、人権を大切にする教育活動・啓発活動
がっこうきょういく しゃかいきょういく つう さべつ じんけん たいせつ きょういくかつどう けいはつかつどう

を積極的に行う
せっきょくてき おこな

７ 差別をしたり、差別を営利目的などに使ったりする者を、法律で処罰する
さべつ さべつ えいりもくてき つか もの ほうりつ しょばつ

８ 同和地区の人々が、かたまって住まないようにする
どうわ ち く ひとびと す

９ 同和地区のことや差別のことなど口に出さないで、そっとしておけば自然になくなる
どうわ ち く さべつ くち だ しぜん

10 その他
た

11 わからない
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Ⅳ さまざまな人権問題についておたずねします
じんけんもんだい

問13 女性の人権がとくに尊重されていないと思うのは、どのようなことですか。（該当する
とい じょせい じんけん そんちょう おも がいとう

すべてに○）

１ 男女の固定的役割分担意識や行動（「男は仕事、女は家事・育児」など）
だんじょ こていてきやくわりぶんたんいしき こうどう おとこ しごと おんな か じ いくじ

２ 職場における差別待遇（採用・昇格・仕事内容・賃金など）
しょくば さべつたいぐう さいよう しょうかく しごとないよう ちんぎん

３ 政治分野における女性の参画状 況
せいじぶんや じょせい さんかくじょうきょう

４ 女性の社会進出のための支援制度
じょせい しゃかいしんしゅつ しえん せいど

５ 職場や学校における性的嫌がらせ（セクシュアルハラスメント）
しょくば がっこう せいてきいや

６ 妊娠・出産等を理由に職場で嫌がらせや不当な扱いを受けること（マタニティハラスメント）
にんしん しゅっさんと う り ゆ う しょくば いや ふ と う あつか う

７ パートナーや恋人などからの暴力（ドメスティック・バイオレンス）
こいびと ぼうりょく

８ 女性への性暴力
じょせい せいぼうりょく

９ 特定の人にしつこくつきまとわれること（ストーカー）
とくてい ひと

10 売春・買春・援助交際
ばいしゅん かいしゅん えんじょこうさい

11 アダルトビデオ・ポルノ雑誌における女性のヌード写真や映像の商品化など
ざっし じょせい しゃしん えいぞう しょうひんか

12 電車内などの公共の場における性情報のはんらん
でんしゃない こうきょう ば せいじょうほう

13 その他
た

14 わからない
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問14 子どもの人権がとくに尊重されていないと思うのは、どのようなことですか。（該当す
とい こ じんけん そんちょう おも がいとう

るすべてに○）

１ 親が子どもに虐待（身体的､心理的、性的）を加えたり、子育てを放棄する（過度の放任や
おや こ ぎゃくたい しんたいてき し ん り て き せいてき くわ こ そだ ほ う き か ど ほうにん

無視を含む）
む し ふく

２ 学校や就職先の選択などで，親が子どもに自分の考えを強制し、子どもの意見を無視する
がっこう しゅうしょくさき せんたく おや こ じ ぶ ん かんが きょうせい こ い け ん む し

３ 子ども同士で暴力や仲間はずれ、無視などのいじめをしたり、させたりする
こ どうし ぼうりょく なかま む し

４ 周りの人が、いじめをしている人や、いじめられている人を見て見ぬふりをする
まわ ひと ひと ひと み み

５ 教師やスポーツ等の指導者による児童・生徒への体罰
きょうし じどう せいと たいばつ

６ ビデオ・インターネット・スマートフォンなど、子どもを取り巻く性情報のはんらん
こ と ま せいじょうほう

７ 児童買春、児童ポルノの対象となること
じどうかいしゅん じどう たいしょう

８ 学校や登下校時の不審者による子どもへの危害
がっこう とうげこう じ ふしんしゃ こ きがい

９ 家庭の経済状況が理由で子どもの生活や進学、就職等に支障があること（子どもの貧困）
か て い けいざいじょうきょう り ゆ う こ せいかつ しんがく しゅうしょくと う し し ょ う こ ひんこん

10 本来、大人が担うような家事や家族の世話などを日常的に行っていることで、生活や
ほんらい おとな にな か じ かぞく せ わ にちじょうてき おこな せいかつ

進学、就 職等に支障があること（ヤングケアラー）
しんがく しゅうしょくとう ししょう

11 子どもの意見を尊重する社会意識が不十分なこと
こ いけん そんちょう しゃかいいしき ふじゅうぶん

12 その他
た

13 わからない

問15 高齢者の人権がとくに尊重されていないと思うのは、どのようなことですか。（該当
とい こうれいしゃ じんけん そんちょう おも がいとう

するすべてに○）

１ 働きたくても働く機会が少ないこと
はたら はたら きかい すく

２ 病院や福祉施設等のサービスが十分でないこと
びょういん ふくし しせつとう じゅうぶん

３ 介護を必要とする高齢者の介護体制・介護環境が十分でないこと（老々介護や介護
かいご ひつよう こうれいしゃ かいごたいせい かいごかんきょう じゅうぶん ろうろうかいご かいご

の過度な負担による虐待等の問題が生じているなど）
か ど ふたん ぎゃくたいとう もんだい しょう

４ 道路の段差やエレベーターの未設置など、高齢者の利用に支障があること（バリアフリ
どうろ だんさ み せ っ ち こうれいしゃ りよう ししょう

ーのまちづくりが進んでいないこと）
すす

５ インターネットやスマートフォンなどが自由に使えないため、生活に必要な情報がひ
じゆう つか せいかつ ひつよう じょうほう

とり暮らしの高齢者などに十分に伝わりにくいこと
ぐ こうれいしゃ じゅうぶん つた

６ 単身高齢者などが賃貸の住宅（アパートなど）への入居を拒否されること
たんしんこうれいしゃ ちんたい じゅうたく にゅうきょ きょひ

７ 高齢者をねらった悪質商法や振り込め詐欺にあうこと
こうれいしゃ あくしつしょうほう ふ こ さ ぎ

８ 家族が高齢者の世話を避けたり、じゃま者扱いし、軽んじたり無視したり虐待すること
かぞく こうれいしゃ せ わ さ ものあつか かろ む し ぎゃくたい

９ 病院や福祉施設等において不当な扱いや虐待を受けること
びょういん ふくし しせつとう ふとう あつか ぎゃくたい う

10 その他
た

11 わからない
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問16 障 がい者の人権がとくに尊重されていないと思うのは、どのようなことですか。
とい しょう しゃ じんけん そんちょう おも

（該当するすべてに○）
がいとう

１ 人々の障がい者に対する理解が十分でないこと
ひとびと しょう しゃ たい りかい じゅうぶん

２ 障がいを理由に、意見や行動が尊重されないこと（結婚、就職に際しての周囲の反対など）
しょう り ゆ う い け ん こ う ど う そんちょう けっこん しゅうしょく さい しゅうい はんたい

３ 働ける場所や機会が少ないこと（職場の受入体制が不十分なこと）
はたら ばしょ きかい すく しょくば うけいれたいせい ふじゅうぶん

４ 就 職や職場で不利な扱いをうけること
しゅうしょく しょくば ふ り あつか

５ 道路の段差やエレベーターの未設置など、障がい者の利用に支障があること（バリア
どうろ だんさ み せ っ ち しょう しゃ りよう ししょう

フリーのまちづくりが進んでいないこと）
すす

６ アパートなどの住居への入居が困難なこと
じゅうきょ にゅうきょ こんなん

７ スポーツ・文化活動や地域活動への参加が容易にできないこと
ぶんかかつどう ちいきかつどう さんか ようい

８ 学校の受入体制が不十分なこと
がっこう うけいれたいせい ふじゅうぶん

９ 災害などの際、情報や移動、手段、場所などの避難体制が十分でないこと
さいがい さい じょうほう いどう しゅだん ばしょ ひなんたいせい じゅうぶん

10 家族が障がい者の世話を避けたり、じゃま者扱いし、軽んじたり無視したり虐待すること
か ぞ く しょう しゃ せ わ さ ものあつか かろ む し ぎゃくたい

11 病院や福祉施設等において不当な扱いや虐待を受けること
びょういん ふくし しせつとう ふとう あつか ぎゃくたい う

12 その他
た

13 わからない

問17 日本に居住する外国人や外国にルーツのある人の人権がとくに尊重されていないと
とい にほん きょじゅう がいこくじん がいこく ひと じんけん そんちょう

思うのは、どのようなことですか。（該当するすべてに○）
おも がいとう

１ 就 職や職場で不利な扱いを受けること
しゅうしょく しょくば ふ り あつか う

２ アパートなどの住居への入居が困難なこと
じゅうきょ にゅうきょ こんなん

３ 結婚問題で周囲から反対を受けること
けっこんもんだい しゅうい はんたい う

４ 店舗等への入店や施設利用を拒否されること
てんぽとう にゅうてん しせつ りよう きょひ

５ 習慣等が異なるため地域社会で受け入れられにくいこと
しゅうかんとう こと ちいきしゃかい う い

６ 病院や施設等に十分な外国語表記がなかったり、医療通訳が不十分なため、サービ
びょういん しせつとう じゅうぶん がいこくごひょうき いりょうつうやく ふじゅうぶん

スが受けにくかったりすること
う

７ 年金など社会保障制度で不利な扱いを受けること
ねんきん しゃかいほしょうせいど ふ り あつか う

８ 特定の民族や国籍の人に対する差別的言動（ヘイトスピーチ）
とくてい みんぞく こくせき ひと たい さべつてきげんどう

９ その他
た

10 わからない
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問18 インターネットに関することで、人権がとくに尊重されていないと思うのは、どのよ
とい かん じんけん そんちょう おも

うなことですか。（該当するすべてに○）
がいとう

１ 他人を誹謗・中 傷する表現を掲載されること
たにん ひぼう ちゅうしょう ひょうげん けいさい

２ 差別を助長する表現や内容を掲載していること
さべつ じょちょう ひょうげん ないよう けいさい

３ 同和地区の地名や動画などを掲載していること
どうわ ち く ちめい どうが けいさい

４ ＳＮＳ等で悪質・不快な書き込みをされること
とう あくしつ ふかい か こ

５ 出会い系サイトなど犯罪を誘発する場となっていること
で あ けい はんざい ゆうはつ ば

６ 捜査の対象となっている未成年者の実名や顔写真を掲載していること
そうさ たいしょう みせいねんしゃ じつめい かおじゃしん けいさい

７ わいせつな画像や残虐な画像を掲載していること
がぞう ざんぎゃく がぞう けいさい

８ 個人情報の流 出などの問題が多く発生していること
こじんじょうほう りゅうしゅつ もんだい おお はっせい

９ 悪質商法の取引の場となっていること
あくしつしょうほう とりひき ば

10 誹謗・中 傷や差別表現などがすぐに削除できない、またはされないこと
ひぼう ちゅうしょう さべつひょうげん さくじょ

11 その他
た

12 わからない

問19 インターネットを使った人権侵害を防ぐためには、どのようなことが必要だと思いま
とい つか じんけんしんがい ふせ ひつよう おも

すか。（該当するすべてに○）
がいとう

１ インターネットのプロバイダーや情報管理者が、当該情報等の停止・削除を自主的に行う
じょうほうか ん り し ゃ とうがいじょうほうと う て い し さ く じ ょ じ し ゅ て き おこな

２ 不適切な情報発信者に対する監視・取締りを強化し、プロバイダーや掲示板等の
ふてきせつ じょうほうはっしんしゃ たい か ん し とりしま きょうか けいじばんとう

管理者に対して、情報の停止、削除を求める
かんりしゃ たい じょうほう ていし さくじょ もと

３ 家庭において、インターネットを利用する際のルールについて話し合う
かてい りよう さい はな あ

４ 有害なホームページを閲覧することを防止するソフトまたはサービスを利用する
ゆうがい えつらん ぼうし りよう

５ 情報の収集・発信における個人の責任や情報モラルに関して、市民の意識の高揚に努める
じょうほう しゅうしゅう はっしん こ じ ん せきにん じょうほう かん し み ん い し き こ う よ う つと

６ 学校教育の中で、情報モラルについての教育を充実する
がっこうきょういく なか じょうほう きょういく じゅうじつ

７ 被害を受けた人のための相談・救済体制を充実する
ひがい う ひと そうだん きゅうさいたいせい じゅうじつ

８ 実名登録を義務づけるなど、情報の発信者に対する制限を設ける
じつめいとうろく ぎ む じょうほう はっしんしゃ たい せいげん もう

９ 加害者に対する罰則規定を設けるなど、法令等により規制する
かがいしゃ たい ばっそくきてい もう ほうれいとう きせい

10 その他
た

11 とくにない
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問20 ハンセン病患者・元患者や家族等の人権がとくに尊重されていないと思うのは、ど
とい びょうかんじゃ もとかんじゃ かぞくとう じんけん そんちょう おも

のようなことですか。（該当するすべてに○）
がいとう

１ 地域社会での正しい知識と理解が十分でないこと
ちいきしゃかい ただ ちしき りかい じゅうぶん

２ ハンセン病 ※療養所以外で自立した生活を営むのが困難であること
びょう りょうようしょいがい じりつ せいかつ いとな こんなん

３ アパートなどの住居への入居が困難なこと
じゅうきょ にゅうきょ こんなん

４ 差別的言動を受けること
さべつてきげんどう う

５ ホテル等で宿泊を拒否されること
とう しゅくはく きょひ

６ その他
た

７ わからない

※ハンセン病 … らい菌に感染することで起こる病気です。現代においては感染することも
びょう きん かんせん お びょうき げんだい かんせん

発病することもほぼありません。万が一発病しても、適切な治療を行えば、後遺症
はつびょう まん いちはつびょう てきせつ ちりょう おこな こういしょう

を残すことなく、治るようになっています。
のこ なお

問21 北朝鮮当局によって拉致された被害者等に関し、現在、どのような人権問題が起き
とい きたちょうせんとうきょく ら ち ひがいしゃとう かん げんざい じんけんもんだい お

ていると思いますか。（該当するすべてに○）
おも がいとう

１ 身体や居住移転の自由を奪われ帰国できないこと
しんたい きょじゅういてん じゆう うば きこく

２ 被害者及びその家族は一緒に生活するという当然の権利を奪われていること
ひがいしゃおよ かぞく いっしょ せいかつ とうぜん けんり うば

３ 未帰還の被害者の家族が、被害者に関する情報を全く得ることができないこと
み き か ん ひがいしゃ かぞく ひがいしゃ かん じょうほう まった え

４ 被害者及びその家族に対し差別的な言動をすること
ひがいしゃおよ かぞく たい さべつてき げんどう

５ 被害者及びその家族を興味本位で見ていること
ひがいしゃおよ かぞく きょうみほんい み

６ 拉致問題に関する国民の理解が足りないこと
らちもんだい かん こくみん りかい た

７ その他
た

８ わからない
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問22 刑を終えて出所した人の人権がとくに尊重されていないと思うのは、どのようなこ
とい けい お しゅっしょ ひと じんけん そんちょう おも

とですか。（該当するすべてに○）
がいとう

１ 更生した人たちに対する誤った認識や偏見が存在していること
こうせい ひと たい あやま にんしき へんけん そんざい

２ 就 職や職場で不利な扱いを受けること
しゅうしょく しょくば ふ り あつか う

３ アパートなどの住居への入居が困難なこと
じゅうきょ にゅうきょ こんなん

４ 結婚問題で周囲が反対すること
けっこんもんだい しゅうい はんたい

５ ＳＮＳ等での悪質な書き込みや嫌がらせをされること
とう あくしつ か こ いや

６ 復学・進学を希望する人が不利な扱いを受けること
ふくがく しんがく きぼう ひと ふ り あつか う

７ その他
た

８ わからない

問23 犯罪被害者やその家族の人権がとくに尊重されていないと思うのは、どのようなこと
とい はんざいひがいしゃ かぞく じんけん そんちょう おも

ですか。（該当するすべてに○）
がいとう

１ 犯罪行為によって身体的・精神的に被害を受け、経済的負担など長期間被害に苦しむこと
はんざい こ う い しんたいてき せいしんてき ひ が い う けいざいてきふ た ん ちょうきかん ひ が い く る

２ 捜査や刑事裁判において精神的負担を受けること
そうさ けいじさいばん せいしんてきふたん う

３ 刑事裁判手続において必ずしも被害者の声が十分反映されるわけではないこと
けいじさいばんてつづき かなら ひがいしゃ こえ じゅうぶんはんえい

４ 事件に関して周囲にうわさ話をされること
じけん かん しゅうい ばなし

５ 被害者やその家族を支援する方策が十分に周知されていないこと
ひがいしゃ かぞく しえん ほうさく じゅうぶん しゅうち

６ マスメディアなどの報道によってプライバシーに関することが公表されたり、取材に
ほうどう かん こうひょう しゅざい

より私生活の平穏が保てなくなること
しせいかつ へいおん たも

７ ＳＮＳ等で悪質・不快な書き込みをされること
とう あくしつ ふかい か こ

８ その他
た

９ わからない
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問24 性的少数者の人権がとくに尊重されていないと思うのは、どのようなことですか。
とい せいてきしょうすうしゃ じんけん そんちょう おも

（該当するすべてに○）
がいとう

１ 職場や学校でからかいや嫌がらせをされること
しょくば がっこう いや

２ 偏見による差別的言動を受けること
へんけん さべつてきげんどう う

３ 就 職や職場で不利な扱いを受けること
しゅうしょく しょくば ふ り あつか う

４ アパートなどの住居への入居が困難なこと
じゅうきょ にゅうきょ こんなん

５ 店舗等の入店や施設利用を拒否されること
てんぽとう にゅうてん しせつりよう きょひ

６ じろじろ見られたり、避けられたりすること
み さ

７ 性的少数者に対する理解が足りないこと
せいてきしょうすうしゃ たい りかい た

８ 同性パートナーが病院などで家族として認められない場合があること
どうせい びょういん かぞく みと ばあい

９ その他
た

10 わからない

問25 新型コロナウイルス感染症に関することについて、人権がとくに尊重されていない
とい しんがた かんせんしょう かん じんけん そんちょう

と思うのは、どのようなことですか。（該当するすべてに○）
おも がいとう

１ 感染したことを理由に解雇されること
かんせん りゆう かいこ

２ 回復しているのに出社を拒否されること
かいふく しゅっしゃ きょひ

３ 非正規労働者やひとり親世帯が解雇や雇い止めにあい、生活に困窮すること
ひ せ い きろうどうしゃ おやせたい かいこ やと ど せいかつ こんきゅう

４ 医療従事者やその家族が、差別的な発言や行為を受けること
いりょうじゅうじしゃ かぞく さべつてき はつげん こうい う

５ 感染者が発生した施設の関係者に対して来店を拒否すること
かんせんしゃ はっせい しせつ かんけいしゃ たい らいてん きょひ

６ 感染者個人の名前や行動を特定し、ＳＮＳ等で公表・非難すること
かんせんしゃこじん なまえ こうどう とくてい とう こうひょう ひなん

７ 感染拡大で在宅時間が増え、児童虐待やＤＶを受けること
かんせんかくだい ざいたくじかん ふ じどうぎゃくたい う

８ ワクチンの接種を強制したり、接種しないことを理由に不利益な取扱いをすること
せっしゅ きょうせい せっしゅ りゆう ふ り え き とりあつか

９ 感染後の後遺症の症 状を理解してもらえない
かんせん ご こういしょう しょうじょう りかい

10 その他
た

11 わからない
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問26 明治のころ、石炭産 業の発展に伴 い、与論島をはじめとする奄美群島の人々が
とい め い じ せきたんさんぎょう はってん ともな よ ろ んじま あ ま みぐんとう ひとびと

大牟田市に移住してこられ、これらの産業に従事されました。しかし、ことば（方言）や
お お む た し いじゅう さんぎょう じゅうじ ほうげん

文化などの違いから人々に対する偏見も生まれました。現在の状 況として、あなたの
ぶんか ちが ひとびと たい へんけん う げんざい じょうきょう

考えに最も近いと思われるものは、次のどれですか。（１つに○）
かんが もっと ちか おも つぎ

１ 偏見が残っていると思う
へんけん のこ おも

２ 偏見はもうなくなっていると思う
へんけん おも

３ 偏見が残っているかどうか、わからない
へんけん のこ

４ 偏見があったことを知らない
へんけん し

Ⅴ 人権啓発等についておたずねします
じんけんけいはつとう

問27 ここ５年間で職場で行われる人権問題の研修に、参加したことがありますか。（１つ
とい ねんかん しょくば おこな じんけんもんだい けんしゅう さんか

に○）

１ ３度以上参加した ５ おぼえていない
ど いじょうさんか

２ １度か２度参加した ６ 勤めていない
ど ど さんか つと

３ 参加したことがない ７ その他
さんか た

４ 研修が行われたことがない
けんしゅう おこな

問28 ここ５年間で市民や校区の住民を対象に行われている、同和問題をはじめとする
とい ねんかん し みん こう く じゅうみん たいしょう おこな どう わもんだい

人権問題についての人権フェスティバル、講演会、研修会、懇談会などに参加したこと
じんけんもんだい じんけん こうえんかい けんしゅうかい こんだんかい さんか

がありますか。（１つに○）

１ ３度以上ある ２ １度か２度ある ３ 参加したことがない
ど いじょう ど ど さんか
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問29 人権問題の解決のために、今後の行政施策としてとくに重要であると思うことは、ど
とい じんけんもんだい かいけつ こんご ぎょうせいしさく じゅうよう おも

のようなことですか。（該当するすべてに○）
がいとう

１ 人権教育や啓発の充実
じんけんきょういく けいはつ じゅうじつ

２ 福祉や教育・行政関係者等に対する研修の徹底
ふくし きょういく ぎょうせいかんけいしゃとう たい けんしゅう てってい

３ 企業や事業者に対する啓発の充実
きぎょう じぎょうしゃ たい けいはつ じゅうじつ

４ 人権問題に関する相談窓口の充実や開設
じんけんもんだい かん そうだんまどぐち じゅうじつ かいせつ

５ 個人の人権問題に対応する新たな制度や社会インフラの整備
こじん じんけんもんだい たいおう あら せいど しゃかい せいび

６ 人権侵害に対する規制や取り締まりの強化
じんけんしんがい たい きせい と し きょうか

７ 人権侵害を受けた人に対する救済手段の確立
じんけんしんがい う ひと たい きゅうさいしゅだん かくりつ

８ バリアフリーのまちづくりの推進
すいしん

９ その他
た

10 とくにない

問30 人権問題に関する知識や情報を得る上で、役に立っていると思うものはどれですか。
とい じんけんもんだい かん ちしき じょうほう え うえ やく た おも

（該当するすべてに○）
がいとう

１ 行政の広報誌やホームページ
ぎょうせい こうほうし

２ 住民対象の講演会やイベント（人権フェスティバル等）
じゅうみんたいしょう こうえんかい じんけん とう

３ 職場を通しての研修会
しょくば とお けんしゅうかい

４ 学校や保育所（園）、幼稚園等での人権教育
がっこう ほいくしょ えん ようちえんとう じんけんきょういく

５ マスコミの報道
ほうどう

６ インターネット

７ その他のメディア
た

８ 知人や家族等との会話
ちじん かぞくとう かいわ

９ その他
た

10 とくにない
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問31 人権問題全般について、ご意見等がありましたらお書きください。
とい じんけんもんだいぜんぱん いけんとう か

ご協 力ありがとうございました。
きょうりょく


